
附
属
書
八
Ｃ

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

１

各
締
約
国
は
、
職
業
上
の
資
格
、
免
許
又
は
登
録
の
承
認
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
締
約
国
が
対
話
の
機
会

を
設
け
る
こ
と
に
相
互
に
関
心
を
有
す
る
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
を
特
定
す
る
よ
う
努
め
る
た
め
、
自
国
の
領
域
内
の
関
係
団

体
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
自
国
の
関
係
団
体
」
と
い
う
。
）
と
協
議
す
る
。

２

各
締
約
国
は
、
職
業
上
の
資
格
を
承
認
し
、
及
び
免
許
又
は
登
録
の
手
続
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
自
国
の
関
係
団
体
に
対

し
、
他
の
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国
の
関
係
団
体
と
の
対
話
の
機
会
を
設
け
る
よ
う
奨
励
す
る
。

３

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
団
体
に
対
し
、
相
互
に
関
心
を
有
す
る
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け
る
職
業
上
の
資

格
、
免
許
又
は
登
録
に
関
す
る
相
互
承
認
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
取
決
め
に
つ
い
て
、
他
の
一
又
は
二
以
上
の
締
約
国

の
関
係
団
体
と
交
渉
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

４

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
団
体
に
対
し
、
職
業
上
の
資
格
、
免
許
及
び
登
録
の
承
認
に
関
す
る
合
意
の
作
成
に
当
た

り
、
自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
合
意
を
考
慮
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

５

締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
追
加
的
な
筆
記
試
験
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
外
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
本



国
に
お
け
る
免
許
又
は
認
め
ら
れ
た
職
業
団
体
の
構
成
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
次
の
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
で

き
る
。一

時
的
な
又
は
事
業
別
の
免
許
又
は
登
録
の
制
度
を
実
施
す
る
た
め
の
手
段
を
と
る
こ
と
。

（a）

適
当
な
場
合
に
は
、

に
規
定
す
る
免
許
を
付
与
し
、
又
は
登
録
を
許
可
す
る
こ
と
。

（b）

（a）

こ
の
一
時
的
又
は
限
定
的
な
免
許
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
外
国
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
当
該
締
約
国
の
関
係
す
る
免
許
要

件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
当
該
締
約
国
の
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
た
め
に
運
用
す
べ
き

で
は
な
い
。

６

各
締
約
国
は
、
１
か
ら
３
ま
で
に
規
定
す
る
活
動
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
自
国
の
関
係
団
体
に
対
し
、
相
互
に
受
け
入
れ

た
範
囲
に
お
い
て
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
職
業
上
の
基
準
を
作
成
す
る
た
め
に
作
業
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。
当

該
基
準
に
は
、
次
の
事
項
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

教
育

（a）

試
験

（b）

経
験

（c）



行
動
及
び
倫
理

（d）

自
由
職
業
家
の
能
力
開
発
及
び
資
格
証
明
の
更
新

(e)

業
務
の
範
囲

(f)

現
地
に
関
す
る
知
識

(g)

消
費
者
の
保
護

(h)
７

他
の
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
実
行
可
能
な
と
き
は
、
要
請
を
受
け
た
締
約
国
は
、
自
由
職
業
サ
ー
ビ

ス
提
供
者
の
免
許
及
び
資
格
証
明
の
た
め
の
基
準
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
基
準
に
つ
い
て
協
議
す
る
た

め
の
適
当
な
規
制
機
関
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。

８

各
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
団
体
に
対
し
、
関
連
す
る
職
業
に
つ
い
て
共
通
の
基
準
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
該
当
す
る

場
合
に
は
国
際
的
な
枠
組
み
を
参
照
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。

９

締
約
国
は
、
サ
ー
ビ
ス
及
び
投
資
に
関
す
る
委
員
会
を
通
じ
て
こ
の
附
属
書
の
規
定
の
実
施
を
定
期
的
に
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


